
 都 市 計 画 課  

 

１ 都市計画管理事務 予算科目（款・項・目）４０・１５・０５〔決算書２９５～２９７ページ〕                                                                    

都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため，調布市都市計画マスタープラン（以下「マスタ

ープラン」という。）に沿った都市計画の決定及び変更手続等を行うとともに，街づくりの上位

関連計画の策定等の事務を行うもの 

(1) 都市計画審議会 

ア 概要 都市計画に関する事項について調査・審議を行うもの，また，都市計画に関する事

項について，関係行政機関に対して意見を述べるもの 

イ 委員構成 市民（２人），学識経験者（５人），市議会議員（５人），関係行政機関の職

員（４人）をもって組織 男１２人，女４人 

回 開催日 内容及び結果 

第1回 令和2年8月14日 

・付議 （原案のとおり議決） 
第1号 調布都市計画道路3・4・5号狛江下布田線の計画 

変更について 
第2号  調布都市計画公園第8・2・7号深大寺・佐須地域

農業公園の変更について 
・報告 

第1号  緑の基本計画の策定等について（中間報告） 
第2号  調布都市計画駐車場調布第2号調布駅南地下自転

車駐車場の変更について 
第3号  多摩部19都市計画 都市計画区域の整備，開発

及び保全の方針（東京都）の変更について 

第2回 令和2年11月11日 

・付議 （原案のとおり議決） 
第1号 調布都市計画生産緑地地区の変更について 

・報告 
第1号 緑の基本計画の策定について（中間報告） 

 第2号 多摩都市計画道路3・1・6号南多摩尾根幹線 
（稲城市百村～多摩市聖ケ丘五丁目間）(東京都)
の変更について 

 第3号 調布都市計画地区計画多摩川住宅地区地区計画
の変更について 

第4号 次期都市計画マスタープランについて 

第3回 令和2年12月23日 

・諮問 （原案のとおり了承） 
第1号 多摩部19都市計画 都市計画区域の整備，開発

及び保全の方針（東京都決定）の変更について 
第2号 調布都市計画都市再開発の方針（東京都決定）

の変更について 
第3号 多摩都市計画道路（東京都決定）の変更につい

て（多摩都市計画道路3・1・6号南多摩尾根幹線） 
・報告 

第1号 特定生産緑地制度について 

第4回 

令和3年3月3日 

※ 新型コロナウ 

イルスの影響に

伴い書面開催 

・付議 （原案のとおり議決） 
第1号 調布都市計画駐車場調布第2号調布駅南地下自転 

車駐車場の変更について 

(2) 景観審議会 

   ア 概要 良好な景観形成を推進するため，市長の諮問に応じ，景観法に基づく届出や調布市

景観条例に基づく事前協議に対し，指導又は助言等を行うもの 

  イ 委員構成 市民（２人），学識経験者（５人），市内で活動する市民団体又は関係団体が



推薦する者（３人）をもって組織 男５人，女５人 

回 開催日 内容 

第1回 

令和3年2月8日 

※ 新型コロナウイ 

ルスの影響に伴

い書面開催 

1 景観まちづくりの取組について 
2 景観まちづくり市民検討会について 
3 「駅」の景観形成推進地区 景観の現況について 
4 その他（報告） 
(1) 調布駅前広場整備計画図素案について 

    ※ 当初年２回の開催を計画していたが，新型コロナウイルスの影響により対面開催を延

期，１回の書面開催とした。 

(3)  景観法に基づく届出等に関すること 

調布市景観計画に定める景観形成方針や景観形成基準などを定め，一定規模以上の建築物の

建築等を実施する際は，景観法に基づく届出や調布市景観条例に基づく事前協議を行い，必要

に応じて助言・指導等をするもの 

ア 景観法に基づく届出及び通知 ２７件（届出：２４件，通知：３件） 

イ 景観条例に基づく事前協議  １７件 

ウ 景観法に基づく完了届の受理 ３１件 

(4) 景観アドバイザー 

市長からの相談に応じ，景観法に基づく届出や調布市景観条例に基づく事前協議に対し，専

門的な見地から意見を述べ，又は助言を行うもの 

令和２年度は，景観アドバイザー相談を１１回行った。 

(5) 景観計画等検討調査業務 

ア 景観形成推進地区の見直し検討 

  景観計画策定後７年が経過し，本市の景観形成を取り巻く状況が年々変化してきている。

特に京王線の地下化や駅前広場・都市計画道路などの基盤整備，駅周辺の建築物の更新など

主に中心市街地において街が大きく変貌していることから，市内９駅周辺地区における現状

を整理するとともに，他市の駅周辺景観計画における規制・誘導事例などの先進事例や参考

となる基礎データの収集を行った。 

イ 景観まちづくりの取組 

 市民の参加と協働の下，市の景観形成に関する課題及び将来像について検討することによ

り，市の景観施策の推進の一助とし，もって良好な景観形成に資するため，平成２７年度に

「調布市景観まちづくり市民検討会」を設置し，市民と景観についての意見交換等を行って

いる。 

令和２年度は，令和元年度から引き続き調布市景観計画の「駅」の景観形成推進地区にお

ける景観形成方針や景観形成基準の見直しに向けた調査・検討を行った。  

 

 

 

 

 

 

 

    ※ 当初年５回の開催を計画していたが，新型コロナウイルスの影響により対面 1 回，書

面１回の開催となった。 

(6) 公共サインに関すること 

調布市公共サイン整備方針及び調布市公共サイン整備ガイドラインに基づき，各地域の特性

回 開催日 内容 
参加者数

（人） 

[第3期] 

第5回 
令和2年10月30日 

「学生が見た調布の景観」 

慶應義塾大学大学院 石川初教授と石川研究

室の学生（9人）による，調布市内9駅のフ

ィールドワークの結果発表会 

22 

[第3期] 

第6回 
令和3年3月29日 

参加者から提出いただいた市内9駅周辺の

「駅に向かって」「駅から目的地」の写真

とコメントを景観だより52号に掲載 

書面開催 



に応じた整備計画を策定し，外国人を含む利用者の立場に立った分かりやすく親しみやすい公

共サイン整備を推進するとともに，適切な維持管理を図るもの  

また，市内におけるユニバーサルデザインに配慮した公共サインの整備を推進し，整備後の

公共サインの維持管理手法を確立するため「調布市公共サイン連絡協議会」を置き，公共サイ

ンの整備の推進や維持管理についての検討・調整に取り組むもの  

令和２年度は，調布市中心市街地公共サイン整備計画（布田駅・国領駅編）に基づき，主要

市道２１号線（布田南通り）に誘導サイン（立板タイプ）を１基設置した。 

(7) 都市計画マスタープランに関すること 

   マスタープランは，都市計画法第１８条の２の規定により市の都市計画（まちづくり）分野

の最上位計画として平成１０年６月策定，以後変化のあった社会経済情勢やまちづくりの動向

などを踏まえ平成２６年９月に改定を実施しており，令和４年度に目標年次を迎える。  

令和２年度は，前年度の調査結果を踏まえ，各分野の事業の進捗，主要指標の変化を基礎デ

ータ集として取りまとめるとともに，次期マスタープラン策定に向けて主要課題の整理を行っ

た。 

(8) 生産緑地地区に関すること 

生産緑地の持つ緑地機能や防災機能等の多面的機能に着目し，都市農地の計画的な保全及び

活用を図るため，新たに生産緑地地区を指定するもの 

なお，公共施設等の設置又は買取り申出に伴う行為制限の解除により，生産緑地の機能を維

持することが困難となった生産緑地については，生産緑地地区から除外した。  

   生産緑地地区（令和３年１月１日告示） 

年   度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

地 区 数 432 424 419 418 416 

面積（ha） 122.70 118.67 117.41 115.63 112.70 

(9)  開発事業に関すること 

街づくり条例に基づき良好な開発事業への誘導を行うため，開発事業者に対し，必要な助言

及び指導を行うもの 

ア 土地取引行為の届出 １件 

イ 大規模開発事業の土地利用構想の届出 ２件 

ウ 開発行為及び建築物の建築等に関すること 

(ｱ) 連絡協議会開催 １２回（うち書面開催２回） 

(ｲ) 協定締結件数  ５０件 

(ｳ) 同意書発行件数 ３３件 

(ｴ) 街づくり協力金 １２件 ２０３，３５０，０００円 

 (10) 用途地域に関すること 

   平成１６年に東京都が用途地域等の一斉見直しを行って以降，地区計画に伴う変更を行うと

ともに，平成２９年には地形地物の変化に伴う即時的な見直しを実施した。東京都の令和６年

度に向けた区域区分の一括変更に併せた用途地域等の一斉見直しを行う。 

   令和２年度は，土地・建物に関する現況の調査，まちづくりにおける用途地域等地域地区の

課題抽出とともに，土地利用に関する基本方針の策定に向けた検討を行った。  

 

２ 街づくり支援事務    予算科目（款・項・目）４０・１５・０５〔決算書２９７ページ〕 

街づくり条例に基づき住民発意の街づくりを推進するため，街づくり活動に対する支援を行う



もの 

(1) 街づくり審査会 

ア 概要 街づくり条例に定める手続を公平・透明に運用するため，市長の附属機関として，

市長の諮問に応じ，街づくり協議会の認定に係る事項及び大規模土地取引行為に対する助言

に係る事項等について，調査審議するもの 

イ 委員構成 法律（１人），都市計画（１人），建築（１人），環境（１人），行政（１人）

の分野の有識者をもって組織 男５人 

ウ 街づくり審査会の開催  

回 開催日 内容及び結果 

第1回 令和2年10月23日 ・諮問 

第1号 令和2年度第1号の大規模土地取引行為の届出に対

する調布市の助言について 

・報告 

第1号 今後の調布市の街づくりについて 

(2) 街づくり協議会等に対する助成金交付等 

ア 街づくり協議会等への助成金交付 １団体 

(ｱ) 街づくり協議会 １団体 

「西調布駅周辺整備街づくり協議会」 

(ｲ) 街づくり準備会 なし 

イ 街づくり協議会等への専門家派遣 ０団体 

(3) 街づくりに関する相談及び情報の提供等 

住民発意の街づくりに対する勉強会等の支援 

団体名及び区分 延べ回数(回) 

西調布駅周辺整備街づくり協議会 協議会 3 

深大寺通り街づくり協議会 協議会 0 

多摩川住宅【街づくり（地区計画）協議会】 協議会 4 

柴崎駅と周辺改善街づくり準備会 準備会 1 

調布駅南口中央地区街づくり協議会 協議会 16 

調布銀座街づくり協議会 協議会 3 

調布市北部地区まちづくり推進準備会 準備会 1 

※ 令和２年度については新型コロナウイルスの影響に伴い，会議の中止等，活動が制限さ

れた。 

 

３ 地区整備事業      予算科目（款・項・目）４０・１５・０５〔決算書２９７ページ〕 

 地区の特性にふさわしい良好な街並みを創出するため，地区レベルでの規制・誘導策を検討し，

地区計画制度を活用した街づくりの実現を図るもの 

(1) 西調布駅周辺地区 

   西調布駅周辺地区は，地区内に老朽化木造住宅が密集している地域があり，道路等の都市基

盤施設が不足していることが課題となっていたことから，住民発意で街づくりの検討を行うた

め，街づくり条例に基づき，平成１８年８月に街づくり協議会の認定をした。平成１９年４月

に地元検討成果である「街づくり提案」が市長に提出され，翌年３月には，「西調布駅周辺地

区街づくり整備方針」を作成した。その後，平成２２年６月には，「街づくり提案」を踏まえ，

地区計画の都市計画決定を行った。 

   令和２年度は，駅北側の整備を踏まえ，街づくり整備方針を基本としたうえで，今までの経



過を整理するとともに，地域課題の解決に向けた検討支援を行った。 

街づくり協議会区域（約１５．０ha） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 深大寺地区 

深大寺地区は，地区にふさわしい土地利用の誘導と緑の保全等について検討を進めるととも

に，深大寺地区街なみ整備基本計画に基づき，歩行者の安全・安心の確保と回遊性を高めなが

ら風情ある街なみ景観の維持・保全を図るなど，魅力向上に取り組んでいる。平成１９年から

地域の歴史的風情を残した環境を残すため「深大寺通り街づくり協議会」が街づくり活動を進

めており，平成２４年には「深大寺通り周辺地区街づくり協定」を締結するなど，活発な街づ

くり活動が行われている。 

令和２年度については，深大寺地区の回遊性向上に向けて，調布市深大寺地区公共サイン整

備計画に基づき，誘導サインを５基設置した。 

街づくり協議会区域（約３３．０ha） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 多摩川住宅地区 

多摩川住宅は，調布市及び狛江市域にまたがる約４８．９ヘクタールの区域で都市計画法第 

１１条に規定される一団地の住宅施設として，昭和３９年に都市計画決定した。建設から５０

年余が経過する中で，建物の老朽化に伴う防災性の低下や高齢化により，地区のにぎわいや活

力の低下が課題となってきたことから，多様な世代による魅力ある街への再生に向け，平成  

２９年９月に一団地の住宅施設を廃止し，地区計画の都市計画決定を行った。 

令和２年度は，狛江市に位置するニ号棟の建替の熟度に応じて，地区の区分を「住宅再生促

進地区」から「住宅再生Ａ地区」へ変更するため，地区計画の変更に向けた検討や，懇談会・

説明会等の都市計画手続を進めるとともに，協議会の定例役員会等に出席し，必要な助言や情

報提供等を行った。 

 

 



街づくり協議会区域（約４８．９ha） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  つつじヶ丘駅及び柴崎駅周辺地区（東部地区） 

柴崎駅周辺は，歩行者と自動車・自転車などが混在する駅周辺道路や開かずの踏切が地域住

民の日常生活における大きな課題であることから，駅周辺地区の一体的な街づくりの検討を行

うため，「柴崎駅と周辺改善街づくり準備会」を街づくり条例に基づく街づくり準備会として，

平成２４年６月に認定した。 

また，つつじヶ丘駅周辺は，都市計画マスタープランにおいて，身近な生活圏の中心として

魅力ある市街地の形成を目指す「業務・商業の拠点」として位置付けている。 

令和２年度は，上位計画を踏まえ，両駅周辺の地域住民のまちづくりの機運醸成を図り，地

域の特性を生かしたまちづくりの推進に向け，社会動向の変化を踏まえ，地域のまちづくりに

おける現状と課題を整理するとともに，まちづくりの方向性の検討を行った。  

地区計画検討区域（約７８．７ha） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 調布駅南口中央地区 

調布駅南口中央地区は，調布駅周辺地区地区計画に基づき，老朽化した建物の更新に合わせ

て，活気とにぎわいのある商業・業務地区の形成に向けた街づくり検討を進めるため，平成２

６年８月に街づくり協議会の認定を行った。協議会で地区の将来像及び事業手法について検討

を行い，平成２８年５月に地元検討成果である「街づくり提案」が市長に提出された。 

その後も，商業・業務地区の形成に向け，引き続き検討を重ねてきた。令和２年度は，事業

化に向けた課題及び検討方策の整理を行うとともに，市街地再開発準備組合設立に向けて，２

回の全体会を開催するなど検討を進めた。協議会への支援については，引き続き幹事会等に出



席し，検討状況等の情報提供と併せて意見交換を行った。 

街づくり協議会区域（約１．９ha） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)  調布銀座地区 

街づくり条例に基づき，平成２７年８月に街づくり協議会の認定を行った。調布駅周辺地区

地区計画において，活気とにぎわいのある商業・業務地区の形成を図るとしていることから，

役員会や全体会等を通じて，まちづくりの進め方やまちの将来像の検討に当たっての必要な助

言や情報提供を行い，平成２９年８月に「街づくり提案」が市長に提出された。 

その後，区域内の一部において大規模な開発事業が決定したことから，当初街づくり提案で

示された土地利用イメージパースの実現が困難となった。 

この経過も踏まえて，令和２年度は協議会の目指す共同建替を見据えて必要な情報提供を行

った。 

街づくり協議会区域（約０．７ha） 

 

(7) 調布市北部地区 

   平成２９年から，地域発意の街づくり活動を継続していたことから，街づくり条例に基づき，

令和２年１２月に街づくり準備会の認定を行った。準備会では，安心安全な交通ネットワーク

づくり，歩いて暮らせる便利な生活づくり，農地と共生した住環境づくりを重点方針とし，街

づくり検討を進めており，必要な助言と情報提供等の支援を行った。 

 

 

 

 

 



街づくり準備会区域（約１６０.１ha） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 京王多摩川駅周辺地区 

京王電鉄株式会社から京王フローラルガーデンアンジェを含めた区域で将来的な土地利用に

ついて提案があり，令和元年５月からは，京王電鉄株式会社，地元住民及び市との三者による

懇談会や勉強会を実施し，京王多摩川駅周辺の将来像を見据えたまちづくりについて検討した。 

京王電鉄株式会社から同年１１月，地元住民等との検討結果を踏まえて作成した「京王多摩

川駅周辺地区まちづくり計画」が市長に提出され，令和２年度は，この計画に配慮した都市計

画の検討を行った。 

(9)  国領町８丁目周辺地区 

国領町８丁目周辺地区地区計画は，商業・業務，文化，教育，医療，福祉及び都市型住宅等

の都市機能の集積を図るとともに，商業・業務機能の強化による拠点の形成，区画道路や公共

空地の確保，防災機能の強化及び住環境の向上を図ることにより，「にぎわいとうるおいのあ

るまちづくり」を推進することを目指して，平成２６年１２月に都市計画決定した。 

令和２年度は，地区内に位置する東京慈恵会医科大学附属第三病院の建替の方向性が示され

たことから，狛江市とともに，機能的な医療拠点を実現するための検討を進めた。  

 

都市計画において定められた用途地域等の各種証明や町名地番改正に伴う証明事務を行うもの 

(1) 都市計画証明等 

  ア 用途地域に関する証明受付件数 ４１件 

  イ 都市計画施設に関する証明受付件数 ０件 

  ウ その他の諸証明受付件数 ０件 

  エ 都市計画道路位置図 １５５件 

  オ 都市計画情報図 ２２０件（令和３年１月運用開始のため，３箇月分の件数） 

(2) 優良住宅，優良宅地等の認定 

  ア 優良住宅認定申請件数 ０件 

  イ 優良宅地認定申請件数 ０件 

(3) 町名地番改正証明  

町名地番整理事業の完了による新町名地番について，旧町名地番と対照する証明書を２５件

交付した。 

 

５ 優良建築物等整備事業に関すること  

市街地環境の整備改善及び良好な市街地住宅の供給等を促進するため，優良な建築物等の整備

４ 証明及び認定  



を行う事業に対し，費用の一部助成を行うもの 

優良建築物等整備事業に関する申請件数 ０件 

 

６ 各種届出事務  

総合的かつ計画的な国土の利用を図るため，土地取引行為の届出に係る事務を行うとともに，

地区整備計画で定められた制限内容の実効性を確保するため，建築物の建築等の行為に係る届出

事務等を行うもの 

(1) 国土利用計画法に関すること 

２，０００平方メートル以上の土地取引等における契約締結後の届出を４件受理し，東京都

に送付した。 

 (2) 地区計画に関すること 

地区整備計画区域内の建築行為等に関する届出を１５件（届出１４件・変更届出１件・任意

届出０件）受理し，審査を行った。 

(3) 工場立地法に関すること 

工場の立地が，周辺との環境の保全を図りつつ適正に行われるよう，一定規模を超える工場

を新設又は変更する場合の届出事務を行うもの 

令和２年度の届出はなかった。 

 

７ 墓地等の経営許可に関すること  

墓地，納骨堂又は火葬場（以下「墓地等」という。）の経営の許可等について，墓地等の経営

の適正化及び墓地等と周辺環境との調和を図り，もって公衆衛生その他公共の福祉の確保に寄与

するため，墓地等の経営許可等に関する事務を行うもの 

(1) 経営許可 １件 

(2) 変更許可 ０件 

(3) 廃止   ０件 


